
２平成 25 年 11 月 1 日　広報ふっさ　No.890042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

防
災
無
線
の
放
送
内
容
が
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。【
専
用
電
話
番
号
】
☎
539
・

２
０
６
１
ま
た
は
☎
539
・

２
０
６
２

11
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

11
月
は
国
民
健
康
保
険
税（
第

５
期
）、介
護
保
険
料
（
第
５
期
）、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第

５
期
）
の
納
期
で
す
。
納
期
限

は
12
月
２
日
㈪
で
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
ご
納
付
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
12
月
２
日
㈪
の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
※
納
期
を
過
ぎ

る
と
延
滞
金
が
課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

安
全
安
心
ま
ち
づ
く
り

▼
東
京
電
力
な
ど
の
社
員
を

装
っ
た
詐
欺
に
注
意
！

　

漏
電
調
査
や
ブ
レ
ー
カ
ー
調

査
を
装
い
調
査
費
と
工
事
費
な

ど
を
請
求
す
る
、
電
気
器
具
の

修
理
や
取
替
え
を
行
い
多
額
の

工
事
費
を
請
求
す
る
、
な
ど
の

手
口
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
対
策
】

・

突
然
の
訪
問
で
家
に
上
げ
な

秋
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
！ 

▼
平
成
25
年
度
東
京
消
防
庁
防

火
標
語
「
う
れ
し
い
ね　

防
火

で
笑
顔
の　

人
と
町
」（
作
者
・

世
田
谷
区
・

入
月
千
代
子
さ
ん
）

　

11
月
９
日
㈯
か
ら
15
日
㈮
ま

で
の
一
週
間
は
、
秋
の
火
災
予

防
運
動
期
間
で
す
。
皆
さ
ん
に

防
火
防
災
に
関
す
る
意
識
や
防

災
行
動
力
を
高
め
て
い
た
だ
く

こ
と
で
、
火
災
の
発
生
を
防
ぎ
、

万
一
発
生
し
た
場
合
に
も
被
害

を
最
小
限
に
と
ど
め
、
火
災
か

ら
尊
い
命
と
貴
重
な
財
産
を
守

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▼
「
防
犯
講
習
会
」
を
開
催
し

ま
す

【
日
時
】
11
月
21
日
㈭
午
後
7

時
～
8
時
（
開
場
6
時
30
分
）

【
場
所
】
市
民
会
館
小
ホ
ー
ル

（
つ
つ
じ
ホ
ー
ル
）

【
内
容
】
振
り
込
め
詐
欺
や
未
公

開
株
詐
欺
の
手
口
を
わ
か
り
や

す
く
紹
介
す
る
防
犯
漫
才
・

福
生

警
察
署
職
員
に
よ
る
防
犯
講
話

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

【夜間の交通事故に注意】秋から冬にかけて、夜間の交通事故が多くなります。特に高齢者や自転車利用者にその傾向は強くなります。夜間に道路を通行

するときは、前後左右の安全確認をしっかり行い、明るい服装や反射材の活用を心がけましょう。【問合せ】安全安心まちづくり課地域安全係☎ 551･1691

11
月
1
日
㈮
～
30
日
㈯
「
犯
罪

被
害
者
支
援
推
進
月
間
」

　

犯
罪
の
被
害
に
あ
わ
れ
た

方
、
そ
の
ご
家
族
の
方
か
ら
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

▼
犯
罪
被
害
者
相
談
所

【
日
時
】
11
月
11
日
㈪
午
前
10

時
～
午
後
4
時

【
場
所
】
市
民
会
館
・

公
民
館

3
階
第
8
集
会
室

▼
福
生
警
察
署
犯
罪
被
害
者
相

談
（
24
時
間
対
応
）

【
電
話
】
☎
551
・

０
１
１
０
（
内

線
２
１
４
３
）

【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】

553
・

８
０
４
４

▼
公
益
社
団
法
人
被
害
者
支
援

都
民
セ
ン
タ
ー

【
受
付
時
間
】
午
前
9
時
30
分

～
午
後
5
時
30
分
（
火
・

水
は

午
後
7
時
ま
で
）
※
土
・

日
・

祝
日
を
除
く

【
電
話
】
☎
03
・
５
２
８
７
・
３
３
３
６

【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】

03
・

５
２
８
７
・

３
３
８
７

▼
犯
罪
被
害
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

【
受
付
時
間
】
平
日
の
午
前
8

時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

【
電
話
】
☎
03
・
３
５
９
７
・
７
８
３
０

【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】

03
・

３
５
９
２
・

６
８
４
０

【
問
合
せ
】
福
生
警
察
署
警
務

係
☎
551
・

０
１
１
０
（
内
線

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」

　

女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め

の
電
話
相
談
を
開
設
し
ま
す
。

【
日
時
】
11
月
18
日
㈪
～
24
日
㈰

午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

（
土
・

日
曜
日
は
午
前
10
時
～

午
後
5
時
）

【
電
話
】
☎
０
５
７
０
・

070
・

８
１
０

【
相
談
担
当
者
】
人
権
擁
護
委

員
及
び
法
務
局
職
員

【
問
合
せ
】
東
京
法
務
局
人
権
擁

護
部
第
三
課
☎
03
・

５
２
１
３
・

１
２
３
４
（
内
線
２
５
１
６
）

11
月
23
日
は
祝
日
に
つ
き
市
役

所
を
閉
庁
し
ま
す

　

４
月
か
ら
、
時
間
外
開
庁
日

が
祝
日
で
あ
る
場
合
は
、
水
・

土
曜
日
と
も
に
閉
庁
と
し
て
い

ま
す
。
11
月
23
日
㈯
は
、
勤
労

感
謝
の
日(

祝
日)
の
た
め
閉

庁
と
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
企
画
調
整
課
企
画

調
整
担
当
☎
551
・

１
５
２
８

○市内の地区別 空き巣・ひったくり発生状況
（平成 25 年 9 月末現在）

面積（㎢）空き巣狙い 前月末比 ひったくり 前月末比

本     町 0.16
志     茂 0.28
牛     浜 0.23
武蔵野台 0.49
福     生 1.80
熊     川 2.57 2 2
北 田 園 0.32
南 田 園 0.41
加 美 平 0.61 1
東     町 0.05
合     計 6.92 2 0 3 0

●●●都営住宅入居者募集●●●
〈募集住宅〉①世帯向（一般募集住宅）※単身の方も申し込む

ことができる住宅があります。②定期使用住宅（若年ファミ

リー向）③定期使用住宅（多子世帯向）④若年ファミリー向

〈申込書・募集案内の配布〉
【期間】11 月 5 日㈫～ 14 日㈭の開庁時間中

【場所】市役所 1 階ロビー※申込書 ･ 募集案内は、募集期間

中のみ東京都住宅供給公社のホームページ（http://www.to-

kousya.or.jp/）からダウンロードすることができます。

〈申込資格〉申込資格は、募集区分に応じて異なります。募集案

内または東京都住宅供給公社のホームページでご確認ください。

【問合せ】ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）募集センター※土･

日曜日は除く［申込期間中］☎ 0570･010･810［申込期間以外］

☎ 03･3498･8894、まちづくり計画課住宅グループ☎ 551･1961

工
事
に
よ
る
車
両
通
行
止
め
の

お
知
ら
せ　

　

国
道
16
号
線
拡
幅
工
事
に
伴

い
、
国
道
16
号
線
下
を
通
過
す

る
山
王
橋
通
り
の
通
行
止
め
を

行
い
ま
す
。

【
期
間
】
11
月
11
日
㈪
～
平
成

26
年
２
月
末
ご
ろ
ま
で

※
歩
行
者
、
自
転
車
の
通
行
帯

は
確
保
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
国
土
交
通
省
相
武

国
道
事
務
所
八
王
子
国
道
出
張

所
☎
０
４
２
・

645
・

５
５
６
２

い
（
東
京
電
力
が
事
前
の
連
絡

な
し
に
、
調
査
や
点
検
に
来
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

・「
勤
務
証
」
の
確
認
（
東
京
電

力
や
関
連
会
社
の
社
員
は
、
必

ず
「
勤
務
証
」
を
携
帯
し
て
い

ま
す
。）

・

不
審
に
感
じ
た
場
合
は
、
東

京
電
力
㈱
多
摩
カ
ス
タ
マ
ー

セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
・

995
・

６
６
２
に
確
認

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち
づ

く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１

６
９
１
、
福
生
警
察
署
生
活
安

全
課
防
犯
係
☎
551
・

０
１
１
０

◆
防
火
の
つ
ど
い

【
日
時
】
11
月
７
日
㈭

〈
一
部
〉
表
彰
式
（
午
後
１
時

～
２
時
）〈
二
部
〉
講
演
会
（
午

後
２
時
10
分
～
３
時
30
分
）

【
場
所
】羽
村
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
（
羽
村
市
緑
ヶ
丘
５

丁
目
２
番
地
６
）

【
講
師
】
小
林
徳
光
氏
（
宮
古
地

区
広
域
行
政
組
合
消
防
本
部
宮

古
消
防
署
田
老
分
署
消
防
主
任
）

【
演
題
】「
東
日
本
大
震
災
被
災

地
か
ら
の
報
告
」

【
申
込
み
】
電
話
で
福
生
消
防

署
予
防
課
防
火
査
察
係
☎
552
・

０
１
１
９
へ
（
先
着
順
）。

青梅税務署からのお知らせ年金だより
国民年金保険料の「追

ついのう

納」をおすすめします！
　保険料免除 ･ 若年者納付猶予 ･ 学生納付特例が承認された

期間は、保険料を全額納めた場合よりも老齢基礎年金の受給

額が少なくなります。

　そこで、当時の保険料を 10 年前までさかのぼって納めるこ

とのできる「追納」をおすすめします。追納することにより、

保険料を納めた場合と同じ額で老齢基礎年金を受給すること

ができます。

　ただし、免除等が承認された期間の翌年度から起算して 3

年度目以降の分を追納する際は、当時の保険料に一定の加算

額が上乗せされます。また、追納は先に経過した月（古い月分）

から納付することとなります。詳しくはお問い合わせください。

【問合せ】保険年金課保険年金係☎ 551･1670、青梅年金事務

所☎ 0428･30･3410

２
１
４
３
）

日時 場所
11 月 8 日㈮～ 10 日㈰
午前 10 時～午後 5時

イオンモール日の

出イオンホール

11月 12 日㈫～ 15日㈮
午前 8 時 30 分～午後

5時※

青梅合同庁舎

（青梅市河辺町6-4-

1）

11 月 19 日㈫～ 22日㈮
午前 8 時 30 分～午後

5時※

あきる野市役所 1

階 コ ミ ュ ニ テ ィ

ホール

※ 12 日㈫・19 日㈫は午後 1 時から、15 日

㈮・22 日㈮は午後 3時まで

①『青色決算説明会・消費税等説明会』の開催
　「決算の仕方」を中心に、「確定申告に当

たっての留意事項及び青色申告決算書の作

成要領」や「消費税等の概要」等を説明し

ます。また、国税電子申告･納税システム（ｅ-

Ｔａｘ）の概要についての説明も行います。

【日時】12 月 3 日㈫午後 1時 30 分～ 4時

【場所】商工会館 3階

②平成 26 年 1 月から、記帳・帳簿等の保存
制度の対象者が拡大されます
　個人の白色申告者のうち前々年分あるい

は前年分の事業所得、不動産所得または山

林所得の合計額が 300 万円を超える方に必

要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、

平成 26 年 1 月からは、これらの所得を生ず

べき業務を行うすべての方（所得税の確定

申告の必要がない方を含みます。）について

必要となります。

　記帳 ･ 帳簿等の保存制度や記帳の内容の

詳細は、国税庁ホームページ（http://www.

nta.go.jp）に掲載されています。

【①②問合せ】青梅税務署個人課税第 1 部門

指導担当☎ 0428･22･3185（内線 412）

③年末調整等説明会の開催について
　年末調整は、給与所得者の年税額を確定

し、毎月の給与等から源泉徴収した税額と

の過不足を精算する重要な手続きです。

　市内の源泉徴収義務者を対象に「年末調

整等説明会」を開催します。

【日時】11月12日㈫〈受付と用紙配布〉午後

1時～1時 30分〈説明会〉1時 30分～ 4時

【場所】市民会館小ホール（つつじホール）

【問合せ】青梅税務署法人課税第一部門 ･ 管

理運営部門☎ 0428･22･3185、課税課市民税

係☎ 551･1610

④第31回『税を考える週間』書道展の作品展示
　西多摩地区税務協議会（青梅税務署ほか）

主催の「青梅税務署管内小学生 5･6 年生に

よる第 31 回『税を考える週間』書道展」の

入賞作品を展示します。

〈日時と場所〉

⑤平成 26 年 2 月 3 日㈪～ 3 月 31 日㈪まで
の間、青梅税務署の一般車両の駐車場は利
用できません
　詳しくは、青梅税務署にお問い合わせくだ

さい。

【④⑤問合せ】青梅税務署☎ 0428･22･3185


